
出題された論点 難易度

第一問 問１ １　特定居住用宅地等に該当するかどうかの判定 ◎

２　関連する条文（措法69の４③二、措法69の４①） △

問２ ⑴　令和２年分の贈与税に関する課税関係

　　課税関係 ◎

　　法66④ ◎

　　法66①④ 〇

⑵　個人Ｘの相続に係る相続税に関する課税関係

　　課税関係 △

　　法66の２① 〇

　　法66の２③ ×

　　用語の意義（法66の２②二、三） ×

第二問 １ 相続人・相続分 ◎

２ 財産評価

　①　宅地Ｆ △

　②　宅地Ｇ △

　③　外貨普通預金 ◎

　④　Ｈ社株式（取引相場のない株式）

　　イ　評価方式の判定 〇

　　ロ　所有宅地の評価 △

　　ハ　借地権の評価 〇

　　ニ　Ｊ社株式の評価 〇

　　ホ　特定の評価会社の判定 ◎

　　ヘ　類似業種比準価額 ◎

　　ト　原則的評価額 ×

３ 小規模宅地等の特例 ◎

４ 分割財産の分割 ◎

５ 措置法70条の非課税 ◎

６ みなし取得財産

　①　生命保険金等 ◎

　②　生命保険金の非課税金額 ◎

７ 債務・葬式費用 〇

８ 相続税の総額の計算 ◎

９ 税額控除等

　①　相続税額の加算（加算対象者） ◎

　②　配偶者の税額軽減 ◎

　③　未成年者控除 ◎

難易度の「◎」は出来なければいけない部分

　　　　　　「〇」は出来てほしい部分

　　　　　　「△」は出来なくても仕方がない部分

　　　　　　「×」は出来なくてもよい部分を示す
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